
小山市公告第 111 号 

2025（令和 7）年 6 月 2 日 

小山市有財産(土地・建物）の一般競争入札売払いを次のとおり実施するので、地

方自治法施行令（昭和 22 年政令 16 号）第 167 条の 6 第 1 項の規定に基づき次のと

おり公告します。 

小山市長 浅野 正富 

１．売払物件 
最低落札価格欄の金額は、入札の際の参考としてください。 

※1.当該敷地には建物が残存しています。最低落札価格は売払物件の建物及び工作

物等の解体撤去費用を勘案した金額となっています。 

２．現地確認方法 
敷地については随時ご自由にご確認ください。物件№1 の建物内の確認を希望す

る場合は下記によりお申込みください。 

⑴日時・場所 

① 日時：令和 7 年 7 月１日(火) 10 時 00 分～11 時 00 分 

令和 7 年 7 月 3 日(木) 14 時 00 分～15 時 00 分 

 ②場所：物件№1 の現地  

⑵申込先・申込期間 

 ①申請フォームから申請を行ってください。市役所資産経営課より申請確定のメ

ールをお送りいたします。 

URL：https://logoform.jp/f/OU6I9 

 ②申込期間：各日、3 営業日前までに申請を行ってください。 

 ③資産経営課から連絡をする際のメール件名は「物件№1 建物見学申請の確定に

ついて」です。 

(3)留意事項 

① 1 営業日前になっても申請確定のメールが届かない場合は、資産経営課へご連

絡ください。(電話番号：0285-22-9828) 

②当日は市役所職員立会いのもと現地見学を行います。 

③車でお越しの際は敷地内の駐車場に駐車してください。敷地内で起きた事故や

物
件
№ 

所  在  地 
地  目 用途地域 

最低落札価格 

 

注意 

事項 地  積 建築条件 

1 
小山市大字横倉新

田字守武 8 番 2 

宅地 

市街化区域 

(第一種低層住居

専用地域) 

 

28,900,000 円
※1 

 

2,660.23 ㎡ 建物建築可 

 



車両等の損傷等について、市は一切責任を負いません。 

④現地見学をしなくても入札に参加することは出来ますが、この入札に関するす

べての事項を了知されて入札に参加されているものとみなします。 

３．入札参加資格 
⑴個人および法人 

⑵次の事項に該当する者は、入札に参加することができません。 

①成年被後見人、被保佐人および被補助人並びに破産者 

②暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第 32 条第 1 項各号に該当 

する者 

    ③無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象と

なっている団体及びその構成員 

④地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 1 号から第 7 号までの規定に該当 

する者で、当該事実があった日から 2 年を経過しない者 

  ⑤市税を滞納しているもの 

４．入札の条件 
連名（共有を目的とするもの）による入札も可能ですが、連名の場合でも同一物

件については、連名者のうち個人が重複して入札することはできません。 

５．入札参加申込書の提出 
⑴入札に参加しようとする人は、事前に申し込みが必要です。 

⑵参加申込期間：2025（令和 7）年 8 月 19 日（火）から同月 27 日（水）まで 

⑶申込み方法 

① 直接持参する場合 

市役所の開庁日の午前 9時 00分から午前 12時 00分までおよび午後 1時 00分

から午後 5 時 00 分までに、⑷の提出先へ持参してください。 

②郵送する場合 

簡易書留で、⑷の提出先へ郵送してください。 

2025（令和 7）年 8 月 27 日（水）必着とします。  

⑷提出先：小山市中央町一丁目 1 番 1 号 小山市役所 6 階 資産経営課 

  



⑸申込書類 

区分 提出書類 備考 

全て 

の方 

【様式 1 号】普通財産(土地・建物)処分

一般競争入札参加申込書 
 

【様式２号】誓約書  

法人 

の方 

履歴事項全部証明書 ・1 カ月以内に発行されたもの 

市税に関する完納証明 ・1 カ月以内に発行されたもの 

・市内に本店・支店を有しない

場合は、納税している自治体等

で同様の証明書を取得 

個人 

の方 

住民票 ・マイナンバーの表記がないもの 

・1 カ月以内に発行されたもの 

市税に関する完納証明 ・1 カ月以内に発行されたもの 

・市外在住者は納税している自

治体等で同様の証明書を取得 

⑹入札保証金納付書の送付 

申込書類に不備等がない場合、2025（令和 7）年 9 月 1 日（月）に発送します。 

６．入札保証金の納付 
⑴入札に参加しようとする人は、入札保証金として最低落札価格の 100 分の 5 以上

の金額を、2025（令和 7）年 9 月 11 日（木）までに、市が発行した納付書により

納付しなければなりません。 

⑵落札者以外の入札保証金は、入札終了後 2 週間程度で、入札参加申込書に記載さ

れた口座へ返還いたします。 

⑶入札保証金には、利息を付さないこととします。 

⑷落札者が売買契約を締結しないときは、入札保証金は返還しません。 

７．入札、開札日および入札場所 
⑴入 札 日：2025（令和 7）年 9 月 25 日（木）  

参加受付時間 午前 10 時 30 分から午前 10 時 50 分 

入札開始時間 午前 11 時 00 分 

⑵開 札 日：入札終了後、直ちに行います。 

⑶入札場所：小山市中央町一丁目 1 番 1 号 小山市役所 5 階 入札室 

８．入札日に必要なもの 
 ⑴受付窓口に提出するもの 

①【様式 3 号】委任状（代理人が入札する場合のみ） 

⑵受付窓口に提示するもの（確認後、その場でお返しします。） 

② 入札保証金の領収書の原本 

②身元を証明する書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

   ※代理人による入札の場合は、代理人の身元を証明する書類が必要です。 



⑶入札者が携行するもの 

 ①【様式 4 号】入札書（封書に入れ、入札までお持ちください。） 

②印鑑（認印可、シャチハタ等のゴム印不可） 

※代理人による入札の場合は、代理人の印鑑が必要です。（入札者の印は不要） 

９．入札の心得 
⑴入札参加者は、入札に関する本公告、関係法令抜粋、契約書案ほか小山市ホーム

ページに掲載されている書類を熟読の上入札してください。 

⑵入札参加者は、入札に関し市の職員の指示に従ってください。 

⑶入札は所定の入札書を、封書に入れて提出することにより行います。 

⑷【様式 4 号】入札書には、入札者の住所・氏名（法人にあっては、名称および代

表者名）を記入の上、必ず【様式 1 号】普通財産（土地・建物）処分一般競争入

札参加申込書と同じ印鑑で押印してください。ただし、代理人による入札の場合

は、入札者の押印は不要ですが、入札者の住所・氏名を記入し、代理人の住所・

氏名を記入の上、代理人の印鑑で押印してください。 

⑸提出済の入札書は、その理由の如何に問わず書換え、引換えまたは撤回をするこ

とが出来ません。 

⑹本広告に定めのない事項は、すべて地方自治法、地方自治法施行令及び小山市財

務規則の定めるところによって処理します。 

１０．入札の中止 
⑴入札の実施が困難な特別の事由が生じた場合は、入札を中止または延期すること

があります。 

⑵入札を中止または延期した場合、それにより入札者および入札に参加しようとす

る者が損失を受けても、市はその損失について責めを負いません。 

１１．開札 
⑴開札は、入札終了後、入札者の面前で直ちに行います。 

⑵開札に出席しなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることが 

できません。 

１２．落札者の決定 
⑴市が定める最低落札価格以上かつ最高額で入札した者を落札者とします。 

⑵市が定める最低落札価格以上かつ最高額で入札した者が 2 人以上ある場合は、く

じ引きで落札者を決定します。 

⑶落札者が辞退した場合、市が定める最低落札価格以上かつ 2 番目に高い額で入札

したものを落札者とします。２番目に高い額で入札した者が 2 人以上ある場合は、

くじ引きで落札者を決定します。 

１３．入札の無効 
  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

⑴普通財産（土地・建物）処分一般競争入札参加申込書および誓約書を提出してい



ない者の入札 

⑵入札保証金を納付しない者または納付した入札保証金額が最低落札価格の 100

分の 5 未満である者の入札 

⑶1 人で一度に 2 通以上の入札書を提出した場合、その全部の入札 

⑷入札書の金額を訂正したもの  

⑸入札書の金額、氏名（法人にあっては名称および代表者名）が認識しがたいも

の、押印されていないもの、鉛筆など文字の消去および訂正が容易な筆記用具で

書かれたもの、その他主要な事項が識別しがたいものによる入札 

⑹入札に当たり他人を脅迫し、その他不正行為があった者の入札 

⑺公告事項に違反した入札 

⑻入札に関し市職員の指示に従わなかった者の入札 

⑼酒気を帯びて入札した者の入札 

⑽郵送、電子的による入札 

１４．契約の条件 
⑴本契約締結から引渡しまでの間に、売買した土地及び建物が、市の責任でない原

因で滅失したり、き損したりした場合の損失については、落札者の負担となります。 

⑵落札者は、本契約締結後に売買した土地及び建物について、面積が不足していた

り、隠れた瑕疵があったりしても、代金の減額や損害賠償を請求したり契約を解

除したりすることはできません。 

①売払物件には、当該物件上のすべての建物（設備等を含む）、工作物(フェンス、      

擁壁、浄化槽等を含む給排水施設、舗装及び車止めなど)及び樹木などを含みま

す。土地概要等と現状に差異が生じている場合は現状有姿（あるがままのかた

ち）で引き渡します。 

②隣地から売払物件への越境物又は売払物件から隣地への越境物がある場合に

ついても、現状有姿で引渡します。小山市は越境物を解消するための交渉や手

続きは行いませんので、相隣関係間で話し合ってください。また、契約後に越

境が判明した場合も同様です。公告日時点で越境として確認できるものは、土

地概要の注意事項欄に記載してあります。（ただし、樹木、草花及び簡易に移設

できるものの越境については記載していない場合もあります。） 

③売払物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売払物件

の地表及び地下の建物工作物等の基礎部分その他埋設物は、買受人の自己負担

で撤去及び処分等を行ってください。土壌汚染対策が必要な場合も同様です。 

⑶本契約締結後から引き渡しまでの間に売買した土地に変動が生じても、引き渡し

時の現状のまま引き渡すものとします。 

１５．契約の締結等 
⑴落札者は、落札決定の翌日から起算して 7 営業日以内に、契約金額の 100 分の 10

以上の金額を契約保証金として納付し、売買契約を締結していただきます。契約

を締結しない場合は、その落札は失効します。ただし、落札決定の翌日から起算



して 7 営業日以内に売買代金を即納する場合、契約保証金の納付は必要ありませ

ん。 

⑵入札保証金は、契約保証金または売買代金に充当することができます。 

⑶売買契約に要する収入印紙その他の費用は、落札者の負担となります。 

⑷落札者が契約内容を履行しないときは、契約保証金は返還いたしません。 

１６．売買代金の納付 
⑴売買代金は、本契約締結後に市が発行する納付書により、一括して 

2025（令和 7）年 10 月 29 日(水)までに納付してください。 

⑵入札保証金および契約保証金は、落札者の書面による申出がないかぎり、売買代

金の一部に充当します。 

１７．所有権移転および登記手続き 
⑴所有権は、売買代金の支払いがあったときに落札者に移転するものとし、同時に

土地及び建物を引渡ししたものとします。 

⑵土地の所有権移転登記手続きは、市が嘱託により行います。 

⑶土地の所有権移転登記手続きに要する登録免許税その他の費用は、落札者の負担

となります。 

⑷その他、法務局の求めに応じて書類の提供等を依頼する場合がありますので、あ

らかじめご了承願います。 

(5) 物件№1 の建物は未登記となります。建物を利用される場合は落札者の手配・

負担により、建物の表題登記及び保存登記手続きが必要となります。 

１８．契約の不履行 
契約者が契約に定める義務を履行しない場合は、催促なしにこの契約を解除しま

す。また、この場合市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償

として市に支払うこととします。 

１９．その他注意事項 
  この入札に関するその他の条件や詳細について、別途小山市資産経営課および小

山市ホームページにおいて配布、公開されている資料を熟読のうえ、入札に参加し

てください。 

 

 

 〔問い合わせ先〕 

 小山市中央町１丁目１番１号 

小山市役所  資産経営課  

公共施設マネジメント係 

０２８５（２２）９８２８ 

 



一般競争入札の概要 

 

 

１．入札の公告・広報 
令和７年６月２日(月)から８月１８日(月)まで売払い物件を公

告し、市ホームページ等にてお知らせします。 

 

 

２．参加申し込み 

  
入札参加希望者は、本市指定の書類を提出してください。 

申込期間：令和７年８月１９日（火）から同月２７日（水）まで 

 

 

３．入札保証金の納付 

 

令和７年９月 1１日（木）までに入札保証金として、最低入札価格

の 100 分の 5 以上の金額を納付してください。 

（期間厳守）

 

 

３．入札の実施 

 

令和７年９月 25 日（木）午前 11 時より市役所 5 階入札室で一

般競争入札を実施します。（受付は午前 10 時 30 分から午 

前 10 時 50 分) 

(時間厳守）

 

 

４．開札・落札者の決定 

 

入札後、入札者の面前で開札し、落札者を決定します。 

今回の入札では、市があらかじめ設定した最低落札価格以上

で、最も高い価格をつけた入札者を落札者とします。 

 

 

５．売買契約の締結 
落札決定の翌日から起算して７営業日以内に売買契約を締

結してください。（収入印紙は落札者の負担となります。） 

契約保証金として、落札金額の 100 分の 10 以上の金額を納

付してください。 

 

 

 

 

 

６．売買代金の支払い 令和７年 1０月 2９日（水）までに、完納してください。 

 

７．所有権の移転登記 

 

土地の登記の手続は市が行います。 

登録免許税は落札者の負担です。 


